
伊 奈 町 公 共 下 水 道 事 業
特別会計歳入歳出決算書

平 成　　 年 度29



認定第　３　号

　伊奈町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、地方自治
法第２３３条第３項の規定により議会の認定に付する。

　　平成３０年９月４日提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊奈町長　大　島　　清

1　審査日
　　平成３０年７月３０日及び３１日

2　審査の方法
　本会計の決算審査にあたっては、歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質
収支に関する調書等について、計数に誤りはないか、財政運営は健全か、予算の執
行については関係法令等に従って適正かつ効率的になされているか等を確認するた
め、付属書類、関係諸帳簿、関係課から提出された資料等を照査するとともに関係
職員から説明を求め、審査を行った。

3　審査の結果
　本会計の決算については、決算書類及び関係諸帳簿は、いずれも関係法令に準拠
して作成されており、その計数は正確なものと確認した。
　また、予算の執行状況については、関係法令等に従い適正に執行されているもの
と認めた。今後とも、公共下水道事業の収益増強、経費、支出の節減に尽力されたい。
　なお、受益者負担金の収入未済額及び下水道使用料の不納欠損額、収入未済額に
ついては、滞納者の実状を考慮しつつ、引き続きその削減に向けて努力されたい。
町債発行については、資本費平準化債の活用による負担公平性の確保を図るととも
に、健全財政の運営のため、できるだけ圧縮するように努力されたい。
　また、地方公営企業法の適用を視野に、安定的な運営確立に向けて検討されたい。

　　平成３０年８月２日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊奈町監査委員　大　野　宣　子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　村　山　正　弘

平成29年度伊奈町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

審　査　意　見　書



歳　　　　 入



分担金及び負担金

負担金

使用料及び手数料

使用料

手数料

繰入金

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

諸収入

延滞金及び過料

町預金利子

貸付金元利収入

雑入

町債

町債

平成２９年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

　歳　入

款 項 予 算 現 額

歳　　入　　合　　計

調 定 額

（単位：円）

△457,514

△9,341

△485,573

△10,600,000

△10,600,000

△5,163,002

　歳　入

予 算 現 額 と

収 入 済 額 と の 比 較
不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額収 入 済 額
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歳　　　　 出

-  422  -



総務費

総務管理費

事業費

下水道事業費

公債費

公債費

予備費

予備費

歳入歳出差引残額 円

平成３０年５月３１日

歳　　出　　合　　計

伊奈町長　大　島　　清

　歳　出

款 項 予 算 現 額

（単位：円）

支 出 済 額

　歳　出

予 算 現 額 と

支 出 済 額 と の 比 較
翌 年 度 繰 越 額 不 用 額

-  424  - -  425  -



-  426  -

伊奈町公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

平 成　　 年 度29



歳　　　　 入

-  428  -



  歳　入

(款)  1.分担金及び負担金

(項)  1.負担金

(目)  1.受益者負担金

分担金及び負担金

負担金

受益者負担金

現年度分

滞納繰越分

使用料及び手数料

使用料

下水道使用料

現年度分

滞納繰越分

手数料

下水道手数料

下水道手数料

繰入金 △18,597,000

一般会計繰入金 △18,597,000

一般会計繰入金 △18,597,000

一般会計繰入金

繰越金

繰越金

繰越金

繰越金

諸収入

延滞金及び過料

延滞金及び過料

延滞金及び過料

町預金利子

町預金利子

町預金利子

貸付金元利収入

貸付金元利収入

貸付金元利収入

公共下水道事業特別会計

金　　額

節   

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

区　　　分

計当初予算額
款　項　目

継続費及び

補正予算額
繰越事業費

繰 越 財 源

充 当 額

（単位：円）

区域内流入分

区域外流入分

下水道指定工事店指定手数料

排水設備工事責任技術者登録手数料

排水設備工事責任技術者更新登録手数料

【繰出元　一般会計257頁】

水洗便所改造資金融資預託金回収分

公共下水道事業特別会計

備　　　　　　　　　　考収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額調  定  額
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公共下水道事業特別会計 公共下水道事業特別会計



(款)  5.諸収入

(項)  4.雑入

(目)  1.雑入

雑入

雑入

雑入

町債

町債

事業債

事業債

△16,792,000

公共下水道事業特別会計

歳　入　合　計

繰 越 財 源
区　　　分 金　　額

充 当 額

繰越事業費款　項　目
節   

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

当初予算額 補正予算額

継続費及び

計

（単位：円）

公共下水道整備事業

中川流域下水道事業負担金

資本費平準化債

地方公営企業法適用化事業

公共下水道事業特別会計

不納欠損額 収入未済額 備　　　　　　　　　　考調  定  額 収 入 済 額

-  432  - -  433  -
公共下水道事業特別会計 公共下水道事業特別会計



歳　　　　 出

-  434  -



  歳　出

(款)  1.総務費

(項)  1.総務管理費

(目)  1.一般管理費

総務費 △17,721,000

総務管理費 △17,721,000

一般管理 △17,721,000

費

報酬

給料

職員手当

等

共済費

旅費

需用費

委託料

負担金、

補助及び

交付金

公課費

公共下水道事業特別会計

款　項　目 節

 区　　分 金    額 

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計

（単位：円）

●下水道職員人件費（総務課）

 2給料

　一般職給料

 3職員手当等

　扶養手当

　地域手当

　住居手当

　通勤手当

　時間外勤務手当

　期末手当

　勤勉手当

 4共済費

　職員共済組合負担金

　職員共済組合事務費

　地方公務員災害補償基金負担金

　職員共済組合年金給付

　職員共済組合追加費用

　職員共済組合特定健康診査等負担金

19負担金、補助及び交付金

　負担金

・職員退職手当負担金

●下水道管理事務費（上下水道課）

 9旅費

　普通旅費

11需用費

　消耗品費

13委託料

・各種健診委託料

19負担金、補助及び交付金

　負担金

公共下水道事業特別会計

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額
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(款)  1.総務費

(項)  1.総務管理費

(目)  1.一般管理費

事業費

下水道事業

費

公共下水

道事業費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及

び賃借料

公共下水道事業特別会計

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目

（単位：円）

・職員団体定期保険料負担金

・（社）日本下水道協会負担金

・中川流域下水道事業推進協議会負担

金

・全国町村下水道推進協議会埼玉支部

負担金

・埼玉県下水道協会負担金

・水道事業人件費負担金

・水道庁舎維持管理等負担金

27公課費

　消費税

●下水道審議会運営事業（上下水道　

　課）

 1報酬

　委員報酬

・下水道審議会委員報酬

 9旅費

　費用弁償

●地方公営企業法適用化事業（上下水

　道課）

13委託料

・地方公営企業法適用化業務委託料

●下水道受益者負担金賦課徴収事業　

　（上下水道課）

 8報償費

　報償金

・受益者負担金前納報奨金

12役務費

　通信運搬費

公共下水道事業特別会計

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費
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(款)  2.事業費

(項)  1.下水道事業費

(目)  1.公共下水道事業費

工事請負

費

負担金、

補助及び

交付金

補償、補

償金

償還金、

利子及び

割引料

公共下水道事業特別会計

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目

（単位：円）

・郵便料

　手数料

・口座振替手数料

13委託料

・システム保守委託料

14使用料及び賃借料

　事務機器賃借料

・コンピュータ賃借料

●下水道施設事務費（上下水道課）

 9旅費

　普通旅費

11需用費

　消耗品費

　燃料費

　修繕料

12役務費

　保険料

・公用車任意保険料

14使用料及び賃借料

　車借上料

・その他車両借上料

●下水道幹線整備事業（上下水道課）

13委託料

・下水道工事実施設計委託料

○15節から流用

15工事請負費

・主要管渠築造工事

●下水道面整備事業（上下水道課）

13委託料

・下水道工事実施設計委託料

15工事請負費

・面整備下水道工事

○13節へ流用

●下水道道路復旧事業（上下水道課）

公共下水道事業特別会計

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費
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(款)  2.事業費

(項)  1.下水道事業費

(目)  1.公共下水道事業費

流域下水

道事業費

負担金、

補助及び

交付金

維持管理

費

需用費

役務費

委託料

原材料費

負担金、

補助及び

交付金

貸付金

償還金、

利子及び

割引料

公共下水道事業特別会計

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目

（単位：円）

15工事請負費

・道路復旧工事

●取付管設置事業（上下水道課）

15工事請負費

・取付管設置工事

・取付管本復旧工事

●中川流域下水道事業負担金（上下水

　道課）

19負担金、補助及び交付金

　負担金

・中川流域下水道建設負担金

●下水道使用料賦課徴収事業（上下水

　道課）

13委託料

・業務プログラム変更委託料

19負担金、補助及び交付金

　負担金

・下水道使用料徴収事務負担金

●中川流域下水道維持管理負担金（上

　下水道課）

19負担金、補助及び交付金

　負担金

・中川流域下水道維持管理負担金

●下水道ポンプ場維持管理事業（上下

　水道課）

11需用費

　消耗品費

　光熱水費

　修繕料

12役務費

公共下水道事業特別会計

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費
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(款)  2.事業費

(項)  1.下水道事業費

(目)  3.維持管理費

公債費

公債費

元金

償還金、

利子及び

割引料

公共下水道事業特別会計

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目

（単位：円）

　通信運搬費

・電話料

13委託料

・警備業務委託料

・電気設備保守委託料

・ポンプ場用地除草委託料

・ポンプ場設備保守業務委託料

●下水道排水設備事務費（上下水道　

　課）

11需用費

　消耗品費

13委託料

・水質調査委託料

21貸付金

　水洗便所改造資金融資預託金

●下水道台帳整備事業（上下水道課）

13委託料

・下水道台帳作成委託料

●下水道施設維持管理事業（上下水道

　課）

11需用費

　修繕料

13委託料

・下水道管渠清掃調査委託料

16原材料費

　工事材料費

・その他資材

●下水・町債元金償還金（上下水道　

　課）

23償還金、利子及び割引料

　長期債元金

公共下水道事業特別会計

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費
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(款)  3.公債費

(項)  1.公債費

(目)  1.元金

利子

償還金、

利子及び

割引料

予備費

予備費

予備費

予備費

△16,792,000

公共下水道事業特別会計

歳　出　合　計

支 出 及 び当初予算額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

補正予算額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予 備 費

流 用 増 減

計
節

 区　　分 金    額 

款　項　目

（単位：円）

・財務省

・銀行等

・地方公共団体金融機構

●下水・町債利子償還金（上下水道　

　課）

23償還金、利子及び割引料

　長期債利子

・財務省

・銀行等

・地方公共団体金融機構

公共下水道事業特別会計

支出済額
逓 次

繰 越

翌　年　度　繰　越　額

備　　　　　考

明 許 費

事 故

繰 越 し

不 用 額
繰 越継 続 費
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（単位:千円）

金　　　額

１．

２．

３．

継 続 費 逓 次 繰 越 額

繰 越 明 許 費 繰 越 額

事 故 繰 越 し 繰 越 額

５．

６．

注　本表記載の金額は千円未満を端数処理したものである。

実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 ２ ３ ３ 条
の ２ の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額

区　　　　　　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

金　　　額

４．

翌 年 度 へ

繰 り 越 す

べ き 財 源

実 質 収 支 額

実  質  収  支  に  関  す  る  調  書

計

-  448  -


